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毎月１０日発行 
安心会計ニュース 

発  行  者 

税理士法人橋本会計 

電話（０３）５４４２－２６３１ 2025 年 6 月 10 日発行 

2024年歯科患者データ 
 2024 年歯科経営資料を作成しましたので、昨年の状況についてご報告いたします。下記データを

ご参照ください。なお、各医院様個別のデータに関しましては、担当者よりご案内させていただきま

す。また、歯科経営資料は後日ご郵送いたしますが、橋本会計のホームページ上でも閲覧可能となっ

ています。合わせてご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

 

橋本会計お客様 266 診療所平均（自費のみの診療所を含んでいますが、保険点数に係る患者データ項目の集計からは除いています。） 

 

【2024年患者データのポイント】 

① 前年比では保険点数 4.3％、自費収入 7.2％、総収入 5.4％の増加となり、前年を上回る増加率

となりました。平均収入が初めて 700 万円を超えました。 

② 保険収入の増加理由は、レセプト件数の増加によるものです。レセプト 1 件点数は前年とほぼ

同じでしたが、内訳を見ますと、1 回点数が 799 点と増加した一方で、月回数は今回も減少し、

1.57 回と、初めて 1.5 回台となりました。 

③ 自費収入はコロナ以降増加傾向が続いています。物価高騰による自費料金見直しの影響も考えら

れます。 

④ 経費面（次ページ）では、物価高騰の影響からか、ほとんどの項目で増加となっています。人件

費は 7％の増加です。 

⑤ 設備データ（次ページ）口腔内スキャナーの導入率は、21.5％⇒34.0％に増加しました。 

 

 

 

2024年診療実績（橋本会計お客様平均）

番号 年度 2022年 2023年 2024年 前々年比 前年比

1 診療日数 21.9 22.0 21.9 99.9% 99.7%

2 診療点数 415,631 429,100 447,534 107.7% 104.3%

3 ﾚｾﾌﾟﾄ件数 335 342 357 106.5% 104.4%

4 ﾚｾﾌﾟﾄ１件点数 1,241 1,256 1,255 101.1% 99.9%

5 実日数 549 552 560 101.9% 101.5%

6 １回点数 756 778 799 105.6% 102.8%

7 1日平均患者数 25.1 25.1 25.6 102.1% 101.8%

8 月回数 1.64 1.62 1.57 95.7% 97.2%

9 自由診療（円） 2,395,410 2,504,999 2,684,258 112.1% 107.2%

10 診療収入（円） 6,551,721 6,796,001 7,159,595 109.3% 105.4%

11 新患数 22 23 22 100.5% 99.3%

12 再初診数 95 95 94 98.9% 98.0%

13 再診数 218 223 241 110.4% 107.6%

14 新患再初診比 4.23 4.22 4.16 98.3% 98.7%

15 再診比率 65.1% 65.4% 67.5% 103.7% 103.1%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科会計Ⓡ 
2024年歯科経営資料（経営・人員・設備データ） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

番号 科目 2022年 2023年 2024年 前々年比 前年比

16 保険収入 3,984,032 4,129,931 4,334,194 108.8% 104.9%

17 自費収入 2,404,525 2,504,581 2,693,364 112.0% 107.5%

18 雑収入 204,187 189,676 235,462 115.3% 124.1%

19 診療収入合計 6,592,744 6,824,188 7,263,021 110.2% 106.4%

20 診療材料 485,808 489,117 495,779 102.1% 101.4%

21 外注技工料 522,418 538,467 588,406 112.6% 109.3%

22 診療原価合計 1,008,226 1,027,584 1,084,185 107.5% 105.5%

23 給料賃金 1,589,845 1,613,075 1,726,498 108.6% 107.0%

24 法定福利費 219,751 227,262 241,336 109.8% 106.2%

25 福利厚生費 49,214 52,638 58,978 119.8% 112.0%

26 旅費交通費 108,057 113,416 123,596 114.4% 109.0%

27 通信費 43,020 42,044 43,246 100.5% 102.9%

28 接待交際費 93,419 94,328 101,222 108.4% 107.3%

29 水道光熱費 70,583 68,131 68,069 96.4% 99.9%

30 地代家賃 457,279 466,157 487,473 106.6% 104.6%

31 ﾘｰｽ料 47,467 47,094 44,592 93.9% 94.7%

32 減価償却費 326,435 333,003 336,217 103.0% 101.0%

33 研修研究費 26,226 32,340 40,381 154.0% 124.9%

34 広告宣伝費 128,685 147,960 146,684 114.0% 99.1%

35 利子割引料 18,761 21,146 24,667 131.5% 116.6%

36 その他経費 854,697 853,248 910,661 106.5% 106.7%

37 経費合計 4,033,438 4,111,843 4,353,619 107.9% 105.9%

38 事業利益 1,551,081 1,684,762 1,825,217 117.7% 108.3%

39 キャッシュフロー 1,877,516 2,017,765 2,161,434 115.1% 107.1%

番号 科目 2022年 2023年 2024年 前々年比 前年比

40 歯科医師数 1.5 1.5 1.6 104.0% 104.8%

41 歯科衛生士数 1.5 1.7 1.9 128.6% 113.1%

42 歯科助手・受付数 2.2 2.2 2.3 103.4% 106.4%

43 歯科技工士数 0.1 0.1 0.1 113.6% 127.2%

44 ユニット台数 3.8 3.9 3.9 103.3% 101.6%

45 口腔外ﾊﾞｷｭｰﾑ 74.1% 75.9% 78.2% 105.5% 103.1%

46 ﾚｰｻﾞｰ 37.5% 38.3% 38.7% 103.4% 101.1%

47 ﾃﾞｼﾞﾀﾙﾚﾝﾄｹﾞﾝ 90.3% 90.0% 90.2% 99.9% 100.2%

48 ｃａｄｃａｍ 12.0% 11.9% 12.4% 103.7% 104.5%

49 ﾏｲｸﾛｽｺｰﾌﾟ 31.7% 34.1% 34.6% 109.2% 101.4%

50 ＣＴ 54.3% 57.5% 57.9% 106.7% 100.7%

51 スキャナー 16.7% 21.5% 34.0% 203.8% 157.7%

52 ユニット当り１日患者数 6.6 6.5 6.5 98.8% 100.2%

53 歯科医師１人当り収入 4,301,383 4,498,494 4,520,418 105.1% 100.5%

54 自費率 36.6% 36.9% 37.5% 102.5% 101.7%

55 診療材料費率 7.6% 7.4% 7.1% 92.8% 95.7%

56 外注技工料費率 8.2% 8.1% 8.4% 102.4% 103.2%

57 事業利益率 23.5% 24.7% 25.1% 106.8% 101.8%



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

資産承継 
戸籍にフリガナが記載されます 

2025 年 5 月 26 日に施行される改正戸籍法により、戸籍に記載される氏名にフリガ

ナが記載されることになりました。通知の流れと注意点などを以下にまとめます。 

 

＜戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知＞ 
 

 2025 年 5 月以降に本籍地の市区町村から、戸籍に記載される予定の氏名のフリガ

ナの通知が届きます。フリガナが正しい内容であれば特に何もする必要はなく、１年

後（2026 年 6 月 26 日）より自動的にそのフリガナが戸籍に記載されます。 

 

 → 通知されたフリガナを確認し、誤っている場合は届出が必要です。 

  （マイナポータルによるオンライン届出、市区町村窓口もしくは郵送での届出） 

 

 → フリガナの変更は１回に限り家庭裁判所の許可を得ることなく届出のみで可能。 

   2 回目以降の変更は家庭裁判所の許可を得る必要がでてくる可能性があります。 

 

 

 

＜フリガナの記載が始まることでの注意点＞ 

 

 戸籍の氏名のフリガナを変更すると、住民票にも反映されることになります。 

 

① 年金受取口座をはじめ、金融機関の口座名義の変更が必要となる場合があります。 

→ 住民票にフリガナが反映されると、その情報をもとに年金記録の氏名のフリ

ガナも変更されます。 

→ 金融機関の口座名義と不一致となると年金の支払が一時的に止まる可能性が

あります。 

 

② 届出たフリガナがパスポートで使用しているフリガナと異なる場合は、変更手続

が必要となる可能性があります。 

 

 

 戸籍に記載されるフリガナの通知書が届いたら、必ずその内容を確認しましょう！ 

 

 

 

 


